
　年金収入 →Ａへ 収入はなかった →Ｑ２へ

　給与収入 →Ｂへ

　その他の収入（営業･農業･不動産等）→Ｃへ

・勤務先で年末調整をしていない

・２か所以上で給与がある

・給与収入が2,000万円以上

【注意事項】

*1　扶養親族等申告書や年末調整の申告漏れ、左記申告等にない項目（医療費控除、寄附金控除など）で控除を

　　受ける場合「はい」を選択してください。

*2　A2またはB2で20万円以下の所得がある場合 ⇒② 住民税申告が必要です
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Ｃ

所得金額（収入ー経費）が所得税の
所得控除の合計額より大きい

はい ⇒③ いいえ ⇒②

税の申告チェックシート（確定申告・住民税申告）

（注）このフローチャートは一般的なケースを示したものであり、詳細は税務署または市役所税務課に問い合わせください

はい ⇒① いいえ ⇒②

Ｂ１ 次のいずれかに該当する
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Ｂ４ 源泉徴収票の源泉徴収税額が
　　 ０円である

はい ⇒② いいえ ⇒③

はい ⇒③ いいえ

Ｂ

Ｂ２ 給与以外の所得が20万円を
　　 超える

はい ⇒③ いいえ

Ｂ３ 源泉徴収票に記載の控除以外

　　 に控除項目を追加する*1

は　い いいえ ⇒①
*2

Ａ５ 源泉徴収票の源泉徴収税額が
　　 ０円である

はい ⇒② いいえ ⇒③

Ａ３ 年金は遺族年金・障害年金
　　 のみである

はい ⇒② いいえ

Ａ４ 源泉徴収票に記載の控除以外

　　 に控除項目を追加する
*1

は　い いいえ ⇒①*2

Ａ１ 公的年金の収入が400万円を
　　 超える

はい ⇒③ いいえ

Ａ２ 公的年金以外の所得が20万円
　　 を超える

はい ⇒③ いいえ

Ｑ２

Ａ

Ｑ１
令和５年中の主な収入は？

家族の税制上の扶養である
(源泉徴収票等で扶養親族になっている)

① 申告は不要です

② 住民税申告が必要です

③ 所得税の確定申告が必要です


